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◆◆ 短時間労働者への社会保険の適用  ◆◆ 

（ 竹馬社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 竹馬 大介 ） 

  

平成 24 年 3 月 19 日、厚生労働省社会

保障審議会にて、パートタイマーなど短時

間労働者への社会保険の適用拡大につい

て審議が行われました。 
 
 現在、おおむね週 30 時間以上の所定労

働時間を目安に社会保険（健康保険）が適

用されていますが、厚生労働省では、次の

すべての条件を満たす場合に短時間労働

者の社会保険適用を検討しています。 
 
① 週 20 時間以上 
② 月額給与 7.8 万円以上 
③ 勤続年数 1 年以上 
④ 従業員数 501 人以上の企業 
⑤ 学生は除く 

 
 平成 28 年 4 月より施行予定ですが、保

険料を負担しなければならない企業界、特

に、短時間労働者の割合が高い卸売業、小

売業、飲食業、宿泊業、医療業などからの

反発が強まっています。 
 

また、短時間労働者への調査では、社会

保険の適用拡大について「反対(22％)」「お

おむね反対(40％)」の意見が 6 割ほど占め

ており、もし、加入しなければならなくな

った場合には、「労働時間を減らす(17％)」
「仕事をやめる(11％)」「今後の働き方を

家族と相談する(20％)」といった意見が 5 
 
 
 
  
 

 
割ほど占める結果となりました。 

 
例えば、会社員の妻が月額給与 10 万円

のパートタイマーの場合、短時間労働者の

社会保険が適用されると、従来は、夫の健

康保険の被扶養者でしたが、扶養者からは

ずれてしまい、年間約 9 万 7 千円（月額約

8,000 円）の社会保険料を負担しなければ

ならなくなります。将来の年金額（厚生年

金分）は増えますが、現在の手取り金額自

体は減少してしまいます。 
 
また、パートタイマーの方の中には、被

扶養配偶者認定基準（年収 130 万円未満）

を意識して、労働時間などを調整している

方も多いため、今後、短時間勤務者の働き

方に影響を及ぼすことは必至でしょう。 
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今後、社会保険料は
増加の一途をたど
るため、企業側も何
らかの対策をとら
なければ、経営を圧
迫しかねないでし
ょう。 
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